
英
米
法
に
冷
け
る
判
例
法
の
一
考
察

第　　　　　　第第
三六五四罠嵩一二圃

鋼
例
法
の
意
義

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
鋼
例

裁
鋼
所
の
組
織

到
例
拘
束
性
の
理
論

憲
法
に
お
け
る
判
例
の
拘
束
性

イ
ギ
リ
ス
鋼
例
の
　
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
効
力

拘
束
力
の
基
礎

鋼
例
法
に
お
け
る
規
範
の
護
見

英
米
鋼
例
沖
理
論
の
相
違

講
師

楠
　
本

英
　
隆

第
圃
　
到
例
法
の
意
義

　
到
例
法
（
8
器
置
遜
二
鼠
益
曽
二
署
）
と
は
、
裁
到
所
の
到
決
に
基
く
實
定
法
（
註
一
）
を
い
ふ
。
す
な
は
ち
、
判
例
法
け
到
例
の
中

に
見
出
さ
れ
る
法
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
裁
剣
官
に
よ
つ
て
、
あ
の
特
定
の
事
件
（
β
蜀
）
を
解
決
す
る
過
程
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
法
を

い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
を
判
事
作
成
法
（
甘
凝
Φ
－
彰
豊
Φ
算
＜
）
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　
到
例
法
に
お
け
る
到
例
と
は
、
特
定
の
裁
到
所
が
、
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
な
し
旋
到
決
で
あ
つ
て
、
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
鳳
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
鰯
一



　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
｝
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝉
四
コ

る
も
の
を
い
ふ
（
註
二
）
。
す
な
は
ち
、
（
1
）
到
例
ぱ
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
到
決
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
先
例
と
は
、
箪
に
、

將
來
に
勤
し
て
の
模
範
を
示
す
に
止
ま
る
、
い
は
ゆ
る
浩
極
的
先
例
（
謬
罐
暮
一
お
属
零
①
（
す
邑
を
い
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
將
來
、
同

種
の
事
件
に
っ
い
て
は
、
他
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
効
力
を
有
す
る
先
例
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
（
2
）
　
判
例
は
到
決
で
あ
る
。
到
決
と
は
、

法
律
關
係
を
確
定
し
て
、
訴
訟
を
決
定
す
る
裁
到
所
の
決
定
で
あ
る
（
註
三
）
。

　
次
に
、
判
決
が
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
判
決
が
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
は
孚
が
あ
る

（
註
四
）
。
す
な
は
ち
、
第
一
誘
は
、
到
例
を
解
し
て
既
存
の
法
を
宣
言
す
る
も
の
と
し
、
第
二
説
は
、
判
例
は
す
な
は
ち
法
で
あ
る
と
な

す
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
イ
、
は
、
わ
が
國
に
お
い
て
も
、
す
で
に
、
詳
細
な
紹
介
と
批
評
と
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
い
ま
こ
こ
で

く
り
か
え
す
必
要
ば
な
い
。
な
ほ
、
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
法
を
取
扱
ふ
こ
と
と
す
る
9

　
（
註
叫
）
　
『
兜
決
の
理
由
の
中
か
ら
鼻
納
し
℃
、
、
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
か
を
確
定
し
や
う
と
す
る
の
が
、
判
例
法
の
本
質
で
あ
る
』
と
ア
レ
ン

　
　
　
は
い
ふ
（
ト
一
｝
①
F
b
鋤
≦
旨
魯
①
零
餌
置
一
お
”
や
一
8
ー
岩
O
）
。
な
ぼ
、
鵜
飼
信
成
敷
授
『
ア
メ
ロ
カ
法
學
の
諸
傾
向
』
　
ニ
コ
頁
以
下
屡
照
o

　
（
註
ご
）
宮
本
英
雄
教
授
『
英
法
研
究
』
　
二
一
一
頁
以
下
、
窪
智
ぎ
国
き
3
8
犀
8
夢
。
一
即
名
9
『
β
臼
a
巴
寄
蓉
亀
㊦
導
ω
葛
艮
亨
ピ
以
下
、

　
　
　
¢
峯
ざ
日
げ
①
2
餌
言
箒
欝
9
G慶
o
g
呂
霧
o
団
島
①
冒
節
ぎ
お
巴
・
や
一
〇
Q。
・

　
（
註
三
）
　
頃
衝
o
F
o
や
o
ぎ
や
G
Q
Q
o
．
以
下
。

　
（
註
四
）
　
宮
本
英
雄
教
授
、
祷
掲
、
一
六
頁
以
下
。

第
ニ
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
到
例
法

　
丈
化
、
殊
に
、
ア
メ
リ
カ
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ァ
ジ
昌
ア
會
杜
が
、
國
王
の
特
許
欺
を
得
て
、
北
米
合
衆
國
の

東
海
岸
『
ヂ
ェ
ー
ム
ス
タ
ウ
ン
』
に
定
住
者
を
お
き
、
殖
民
を
開
始
し
た
一
六
〇
七
年
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
註
吸
）
。
そ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
の
法
律
が
・
そ
の
特
徴
を
も
つ
に
至
つ
た
原
因
が
、
遠
く
、
こ
の
殖
民
開
始
の
時
期
か
ら
、
猫
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
ま
で
の



間
に
培
は
れ
て
き
た
が
ら
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
コ
ン
モ
ン
。
博
1
の
畿
受
の
問
題
、
並
ぴ
に
そ
の
後
の
養
展
の
形
棉
ぽ
恥
殖
民
當
時
の
擶
況
が
曝
ら
加

に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
、
こ
れ
を
詳
か
に
す
る
挙
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
、
殊
に
、
判
例
法
は
、
當
時
、
霊
く
縫
受
さ
れ
つ

く
し
た
の
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
到
例
法
主
義
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
探
用
さ
れ
始
め
た
の
ぼ
、
一
七
五
〇
年
頃
か
ら
一
七
七
六

年
の
猫
立
に
至
る
期
間
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
内
飢
戦
争
以
後
に
お
い
て
は
、
コ
ン
モ
ン
・
醤
1
の
纏
受
は
、
す
で
に
確
定
的
な
も

の
と
な
り
、
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
的
判
例
法
理
論
が
確
立
し
て
行
つ
た
。
こ
の
頃
ま
で
の
判
例
法
理
論
は
、
自
然
法
思
想
を
背
景
と
し
て
嚢

展
し
た
。
そ
こ
に
は
、
個
入
主
義
的
な
世
界
観
を
固
守
す
る
張
ぎ
傾
向
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
φ
し
か
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
ば
、
プ
ラ
グ

マ
テ
イ
ズ
ム
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
、
新
し
い
傾
向
を
辿
つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
肚
會
學
的
傾
向
が
強
く
主
張
さ
れ

て
き
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ
到
例
法
の
現
在
お
よ
び
將
來
の
姿
が
、
描
き
だ
さ
れ
つ
玉
あ
る
。

　
幽
裁
剣
所
の
組
織

　
到
例
法
を
考
察
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
先
づ
、
裁
判
厨
の
組
織
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
メ
リ
カ
の
司
法
制
度
は
、
法
優
位
の
思
想
お
よ
ぴ
聯
邦
と
州
と
の
二
つ
の
禮
系
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。

　
法
優
位
の
思
想
に
基
く
結
果
、
行
政
裁
到
所
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
敵
洲
大
陸
の
司
法
制
度
と
の
根
本
的
な
差
異
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
思
想
が
、
や
が
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
立
法
に
封
す
る
司
法
的
審
査
の
制
度
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
て
く
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
所
の
組
織
（
註
き
は
、
そ
の
政
治
機
構
と
同
様
、
聯
邦
裁
剣
所
（
竃
鼠
琶
O
薯
邑
と
各
州
裁
到
所
（
ω
言
－

鼠
0
2
邑
と
の
二
元
的
な
騰
系
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
。
聯
邦
裁
到
所
の
組
織
は
、
聯
邦
司
法
権
（
窄
魯
邑
輸
巳
§
巴
零
胡
9
葎
行
使
す

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
司
法
擢
の
範
園
は
、
聯
邦
憲
法
第
三
條
第
二
節
第
一
項
お
よ
び
第
十
一
條
修
正
に
お
い
て

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
剣
例
法
の
輔
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蝸
四
三



　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

定
め
ら
れ
、
且
つ
こ
れ
を
行
使
す
べ
き
裁
到
所
に
つ
い
て
は
、
同
憲
法
第
三
條
第
一
節
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
注
意
す
べ
ぎ
ぱ
、

す
べ
て
民
事
に
罫
し
て
も
、
ま
た
刑
事
に
封
し
て
も
裁
判
権
を
有
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
の
勲
が
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
る
の
で

あ
る
。

　
聯
邦
に
は
、
第
一
審
と
し
て
の
、
八
十
四
の
聯
邦
地
方
裁
到
所
（
浮
審
邑
臣
・
。
良
9
9
弩
“
）
が
あ
る
。
こ
の
裁
到
所
に
提
起
さ
れ
る

訴
訟
事
件
は
、
當
事
者
が
異
つ
た
州
の
市
民
で
あ
り
、
且
つ
訴
訟
債
格
が
三
千
弗
を
超
え
な
い
場
合
お
よ
び
聯
邦
問
題
が
そ
の
管
轄
穫
に

服
す
る
。
な
ほ
聯
邦
裁
到
所
で
陪
審
を
用
ひ
て
裁
到
す
る
の
は
、
こ
の
裁
到
所
の
み
で
あ
る
。
第
二
審
と
し
て
は
、
十
の
巡
回
控
訴
裁
判

所
（
9
8
鉱
θ
9
9
廿
9
茸
還
蟄
）
が
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
は
、
聯
邦
地
方
裁
到
所
か
ら
の
上
訴
事
件
と
州
際
通
商
委
員
會
（
冒
鼠
曇
暮
①

O
o
蓉
簿
震
8
9
目
旨
隆
9
）
、
聯
邦
商
業
委
員
會
（
頴
留
影
一
浮
器
Φ
Q
・
聲
・
旨
。
・
一
自
）
の
如
き
準
司
法
的
な
椎
能
を
有
す
る
行
政
機
關

か
ら
の
上
訴
事
件
を
も
取
扱
ふ
。
さ
ら
に
上
告
審
と
し
て
の
、
聯
邦
最
高
裁
到
所
（
誓
胃
①
一
き
O
o
冒
ひ
・
蓉
ぎ
q
巳
幹
＆
ω
蜜
富
）
が
あ

り
、
こ
れ
は
主
と
し
て
上
訴
事
件
を
取
扱
ふ
。
こ
の
裁
到
所
へ
の
上
訴
は
聯
邦
議
會
法
に
よ
つ
て
大
き
な
制
限
を
受
け
る
。
ま
た
、
州
最

高
裁
到
所
の
到
決
に
封
し
て
も
、
司
法
法
典
第
二
百
三
十
七
條
に
よ
つ
て
、
管
轄
構
有
す
る
。
な
ほ
、
こ
の
裁
判
所
は
、
州
相
互
の
紛
孚

影
よ
び
外
交
使
節
ま
た
は
領
事
が
當
事
者
で
あ
る
事
件
に
つ
い
で
は
、
第
一
審
管
轄
椹
を
有
す
る
。
し
か
し
、
上
訴
事
件
の
審
理
が
、
そ

の
主
な
職
務
で
あ
り
、
そ
の
取
扱
ふ
事
件
は
、
聯
邦
憲
法
の
解
繹
、
そ
の
他
の
重
要
事
件
の
み
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
以
上
が
、
聯
邦
裁
到
所
組
織
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
特
別
裁
剣
所
と
し
て
の
、
デ
イ
ス
ト
リ
ク
ト
・
オ
ブ
・
コ
・

ン
ピ
ヤ
裁
到
所
、
準
州
裁
到
所
、
聯
邦
支
那
裁
到
所
、
聯
邦
訴
願
裁
到
所
お
よ
び
州
際
通
商
委
員
會
、
聯
邦
商
業
委
員
會
等
の
準
司
法
的

な
機
能
を
有
す
る
行
政
機
關
が
あ
る
9

　
州
裁
到
所
の
組
織
は
、
各
州
の
憲
法
ま
た
ぼ
法
律
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
て
を
9
、
そ
の
名
構
や
組
織
ぱ
州
に
よ
つ
て
異
る
。
一
般
的
に



述
べ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
最
下
級
の
裁
到
所
と
し
て
は
、
治
安
判
事
（
冒
怨
霧
o
窟
ぎ
ぎ
鷺
Φ
）
の
裁
判
所
が
あ
豊
、
輕
徴
な
る
犯
罪
お
よ
ぴ
小
額
の
民
事
事

件
に
つ
い
て
管
轄
椹
を
有
す
る
。
ま
た
、
大
都
市
に
お
い
て
は
、
治
安
判
事
制
を
康
し
て
、
都
市
裁
到
所
（
竃
目
§
寒
一
〇
。
鍔
邑
を
お

く
こ
と
も
あ
る
。
治
安
剣
事
の
裁
到
断
の
上
に
縣
裁
到
所
（
9
毒
蔓
O
呂
邑
が
あ
る
。
縣
裁
到
所
は
、
民
事
、
刑
事
の
事
件
に
つ
い

て
、
第
一
審
裁
裁
所
と
し
て
無
制
限
管
轄
椹
（
目
躍
巨
叶
a
一
霞
陣
豊
馨
一
露
）
を
有
し
、
治
安
裁
到
所
、
都
市
裁
判
所
に
封
す
る
控
訴
裁
判
所

で
あ
る
。
次
に
、
入
口
の
多
い
州
に
あ
つ
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
職
務
を
輕
滅
す
る
た
め
に
、
中
間
上
訴
裁
到
所
（
O
o
霞
♂
鼠
卜
選
＄
邑

が
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
通
常
、
比
較
的
輕
微
な
事
件
ぼ
、
中
間
上
訴
裁
到
所
へ
、
そ
の
他
の
事
件
は
、
直
接
、
最
高
裁
到
所
へ
上
訴

す
る
。
な
ほ
、
こ
の
裁
到
所
の
庭
理
す
る
事
件
の
多
く
は
、
こ
の
裁
剣
所
を
以
つ
て
経
審
と
し
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
、
最
高
裁
到
所
と
し
て

の
、
州
最
高
裁
鋼
所
（
聾
遇
器
β
。
9
霞
け
）
が
あ
る
。
，
原
則
と
し
て
、
上
訴
事
件
の
み
を
管
轄
す
る
。
こ
の
裁
判
所
の
到
決
に
封
し
て
、

聯
邦
最
高
裁
剣
所
へ
上
訴
を
許
さ
れ
る
の
は
、
聯
邦
問
題
を
含
む
事
件
に
限
ら
れ
る
。
な
ほ
、
こ
の
裁
判
所
は
、
州
制
定
法
の
適
憲
性
に

關
す
る
最
絡
的
な
解
繹
を
な
す
黙
に
お
い
て
、
重
要
な
機
能
を
轡
む
。

　
聯
邦
裁
判
所
と
州
裁
剣
所
と
は
相
互
に
猫
立
じ
て
お
り
、
事
件
に
よ
つ
て
、
あ
る
ひ
ぼ
州
裁
判
所
に
、
あ
る
ひ
は
聯
邦
裁
剣
所
に
提
起

せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
爾
者
の
間
に
ぱ
、
原
則
と
し
て
、
上
級
下
級
の
匿
別
は
な
い
。
た
だ
例
外
と
し
て
、
聯
邦
憲
法
違
反
お
よ
雌
聯
邦
法
の

効
力
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
、
各
州
の
最
高
裁
剣
厨
の
判
決
に
封
し
ヤ
聯
邦
最
高
裁
到
所
へ
上
訴
し
う
る
揚
合
が
あ
る
。

　
（
誰
一
）
　
水
田
輩
我
雄
一
教
授
『
ア
メ
リ
カ
法
學
の
禺
嚢
黙
』
（
早
稻
田
法
學
第
二
四
巻
第
吋
冊
》
参
昭
唱

　
（
註
二
）
　
ア
メ
リ
カ
の
裁
到
厨
組
織
に
關
し
て
は
、
bご
鎗
q
蕊
劇
目
げ
①
卜
目
臼
ざ
き
冒
象
o
貯
老
（
5
に
）
お
よ
び
毛
達
o
薦
菩
ざ
男
噌
甘
。
な
一
窪
9

　
　
　
噛
葺
臼
包
鎮
毘
像
白
陣
三
警
轟
註
o
β
（
お
鵠
）
が
あ
る
。
き
ら
に
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
層
0
5
旨
島
い
O
茜
簿
昌
甘
魯
ご
買
鼠
O
o
蟹
富
（
峯
含
）
が
あ
る
♂

が
、
未
だ
見
る
機
會
に
慮
皿
ま
れ
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
剣
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
四
五



英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
↓
考
察

嗣
．
四
六

　
　
　
　
な
ほ
、
わ
が
國
に
お
け
る
も
の
と
し
て
は
　
法
務
磨
費
料
統
計
局
『
司
法
制
度
調
査
資
料
』
（
昭
和
二
三
年
八
朔
）
中
の
『
米
國
聯
邦
裁
判
所
』

　
　
　
（
位
野
木
釜
雄
氏
執
筆
）
、
『
米
國
少
額
裁
判
斯
制
魔
概
説
』
（
古
關
敏
正
辱
執
筆
）
、
『
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ヤ
州
の
裁
到
豚
の
構
成
』
（
田
代
稔
氏
執
筆
）
、

　
　
　
『
一
；
｝
ヨ
ー
ク
州
裁
判
斯
制
慶
』
（
菅
野
啓
藏
氏
執
筆
）
お
よ
び
同
局
『
米
國
司
法
省
の
組
織
椹
限
に
つ
い
て
』
（
眞
野
英
叫
剣
事
執
筆
、
報
告
書

　
　
　
第
三
五
集
ご
、
昭
和
三
二
年
八
月
）
中
の
『
合
衆
國
司
法
省
と
合
衆
國
裁
到
斯
と
の
關
係
』
、
池
田
寅
次
郎
氏
『
米
國
に
於
け
る
都
會
裁
判
の
嚢
蓮
』

　
　
　
（
横
田
博
士
還
暦
記
念
論
丈
集
）
、
宮
本
英
雄
教
授
『
米
國
の
裁
判
制
度
』
（
英
法
研
究
四
七
四
頁
以
下
）
、
司
法
省
調
査
課
『
北
米
合
衆
國
の
裁
到
剃

　
　
　
慶
』
（
司
漆
資
料
第
六
十
三
號
）
、
同
課
『
米
國
の
刑
事
簡
易
裁
鋼
所
制
度
』
（
芝
芳
雄
検
事
朝
筆
、
報
告
書
第
三
五
集
三
、
囲
眠
和
】
ご
一
年
九
月
）
、
高

　
　
　
柳
賢
三
教
授
『
裁
鋼
所
組
織
と
違
憲
立
法
審
擢
』
（
國
家
學
會
雑
誌
第
四
九
巻
第
二
號
）
、
同
教
授
『
司
法
灌
の
優
位
』
二
七
頁
以
下
、
田
中
和
夫
教

　
　
　
授
『
米
國
の
司
法
翻
慶
』
（
法
律
タ
イ
ム
ズ
第
二
巷
第
二
ー
五
號
）
滲
照
。

　
二
『
判
例
拘
束
性
の
理
論

　
到
例
法
主
義
の
基
盤
た
る
剣
例
拘
束
性
の
原
理
は
、
以
上
の
如
き
裁
到
所
の
組
織
を
背
景
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
（
一
）
概
説

　
（
1
）
　
上
級
裁
到
所
の
到
例
に
ぱ
拘
束
力
が
あ
る

　
到
例
が
、
到
例
法
と
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
裁
判
所
の
判
例
で
は
な
く
、
上
級
裁
判
所
の
剣
例
の
み
で
あ
る
。
拘
束

力
を
有
す
る
剣
例
は
、
理
論
的
に
は
、
絶
封
的
に
下
級
裁
到
所
を
拘
束
す
、
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
た
だ
例
外
と
し
て
、
裁
剣
所
が
、
朋

ら
か
な
誤
り
を
犯
し
た
揚
合
等
に
は
、
下
級
裁
到
所
ぱ
、
こ
の
到
決
に
從
ふ
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
隔
裁
剣
所
の
組
織
は
、
聯
邦
と
各
州
と
の
二
元
性
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
結
果
、
上
級
裁
到
所
の
判
例
が
、
下
級
裁

判
所
を
拘
束
す
る
場
合
に
も
、
一
般
的
に
い
つ
て
次
の
如
く
な
る
。

　
（
イ
）
各
州
の
裁
判
所
相
互
間
に
あ
つ
て
は
、
州
最
高
裁
到
所
の
判
決
は
、
同
一
州
内
の
す
べ
て
の
州
裁
剣
所
に
封
し
て
絢
束
力
を
有

す
る
。



　
露
）
聯
邦
裁
判
所
相
互
間
に
あ
つ
て
は
、
聯
邦
最
高
裁
剣
厨
の
判
決
は
、
聯
邦
議
會
法
に
よ
つ
て
、
聯
邦
裁
判
制
度
の
一
部
と
し
て

組
織
さ
れ
た
他
の
す
べ
て
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
。

　
（
ハ
）
　
一
州
の
裁
判
所
と
他
州
の
裁
剣
所
と
は
、
相
互
に
猫
立
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
一
州
の
裁
判
所
の
釘
決
が
、
他
州
の
裁
判
所
を
拘

束
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
∋
　
各
州
の
裁
到
所
と
聯
邦
裁
判
所
と
の
聞
に
あ
つ
て
も
、
相
互
に
他
の
裁
到
所
の
判
決
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
な
い
と
す
る
の
が
原

則
で
あ
る
が
、
次
，
の
如
ぎ
例
外
が
あ
る
。
（
A
）
聯
邦
最
高
裁
到
所
の
鋼
決
に
し
て
勘
そ
れ
が
聯
邦
憲
法
、
條
約
お
よ
ぴ
聯
邦
法
並
ぴ
に

各
州
法
律
の
違
憲
性
に
關
す
る
限
り
、
州
裁
鋼
所
を
拘
束
す
る
。
（
B
）
各
州
法
律
そ
の
他
の
地
方
法
（
ご
露
＝
署
）
、
す
な
は
ち
、
地

方
の
成
丈
法
も
し
く
は
慣
習
法
の
解
繹
、
適
用
に
關
す
る
各
州
裁
到
所
の
到
決
獄
、
聯
郵
裁
到
厨
を
拘
東
す
る
（
註
輔
）
。

　
〈
毒
）
聯
邦
最
高
裁
到
所
は
、
過
去
に
お
け
る
自
已
の
判
決
に
拘
束
さ
れ
な
驚
こ
の
黙
は
、
州
最
高
裁
劉
所
に
っ
い
て
も
同
檬
で
あ

る
（
註
ご
。

　
（
2
）
下
級
裁
剣
所
の
判
例
に
ぱ
拘
束
力
ぱ
な
い

　
下
級
裁
到
厨
の
到
例
は
、
理
論
上
、
よ
り
高
い
段
階
の
裁
判
所
に
封
し
て
ぱ
、
拘
束
力
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
下
級

裁
到
所
の
到
決
に
し
て
、
あ
る
問
題
に
つ
き
常
に
一
定
の
到
断
が
く
り
か
え
さ
れ
、
あ
る
ひ
は
た
穿
一
度
剣
噺
せ
ら
れ
、
相
営
の
期
間
、

上
級
の
裁
鋼
所
に
よ
り
覆
さ
れ
す
に
ゐ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
が
、
一
般
に
行
爲
の
準
則
と
し
て
蓮
奉
せ

ら
れ
る
の
ぱ
、
當
然
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
上
級
裁
判
所
が
そ
の
判
例
を
覆
す
と
す
れ
ぱ
、
法
的
安
全
性
を
害
す
る
こ
と
は
大
き
い
。
そ
れ

故
に
、
假
令
上
級
裁
到
所
と
難
も
、
從
來
の
下
級
裁
判
所
の
判
例
を
覆
す
こ
と
を
躊
躇
す
る
。
か
く
て
、
下
級
裁
鋼
所
の
到
例
も
上
級
裁

判
所
に
封
し
て
事
實
上
の
拘
束
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
（
融
5
。

　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
到
例
法
の
婦
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ハ

　
（
二
）
　
同
一
州
裁
判
所
間
の
剣
例
の
拘
束
力
（
註
四
）

　
A
　
最
高
裁
剣
所
と
下
位
裁
到
所

　
州
の
最
高
裁
釧
所
の
判
判
に
し
て
、
そ
れ
が
適
法
に
提
起
さ
れ
、
判
決
さ
れ
た
揚
合
に
は
、
そ
の
判
決
が
攣
更
、
塵
棄
ま
た
ぱ
修
正
さ

れ
る
ま
で
は
、
州
法
の
一
部
を
構
威
し
、
下
位
裁
鋼
所
ぼ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
る
。
す
な
は

ち
、
聯
邦
問
題
に
關
し
て
は
、
聯
邦
最
高
裁
到
所
の
到
決
に
從
は
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
》
。

　
B
　
最
高
裁
判
所
と
中
間
上
訴
裁
判
所

　
州
の
中
間
上
訴
裁
到
所
ぱ
、
適
用
可
能
な
到
決
が
見
出
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
州
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
承
認
し
、
こ
れ
に
從
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
自
己
の
古
き
到
決
を
攣
更
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
C
　
中
間
上
訴
裁
剣
所
と
下
位
裁
到
所

　
州
の
下
位
裁
到
所
は
、
最
高
裁
剣
所
に
よ
つ
て
中
間
上
訴
裁
到
所
の
判
決
が
破
穀
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
之
と
異
な
る
原
理
が
焚
表
さ
れ

る
ま
で
は
、
そ
の
中
間
上
訴
裁
到
所
の
到
決
に
從
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一
州
内
に
藪
個
の
中
間
上
訴
裁
到
所
が
存
在
し
、
且
つ
同

一
の
法
律
問
題
に
關
す
ξ
到
決
が
、
相
互
に
低
鰯
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
下
位
裁
剣
暫
が
開
廷
さ
れ
る
同
一
の
地
方
（
島
弩
蓉
）
、
管
轄

優
域
ま
た
は
部
7
内
の
中
間
上
訴
裁
判
所
の
到
決
に
從
ふ
の
で
あ
る
。

　
D
　
衡
李
法
裁
剣
所

　
最
高
裁
剣
所
の
上
訴
管
轄
に
服
す
る
衡
卒
法
裁
判
所
の
存
在
す
る
諸
州
に
あ
つ
て
は
、
衡
李
法
裁
判
所
は
、
假
令
、
最
高
裁
判
所
の
判

決
が
コ
ン
モ
ン
。
ロ
ー
上
の
訴
訟
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
適
用
し
う
る
限
り
、
最
高
裁
到
所
の
判
決
に
從
は
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。



　
£
　
同
一
段
階
の
裁
判
灰

　
下
位
裁
判
所
の
到
決
は
亀
同
一
段
階
の
裁
判
所
お
よ
び
同
位
管
轄
椹
（
8
6
婆
頃
客
⑦
置
旨
象
亀
9
｝
）
の
裁
判
所
に
封
し
て
は
、
命
令

的
拘
束
力
を
有
し
な
い
。
し
か
し
防
そ
の
合
理
性
の
た
め
に
奪
重
さ
れ
、
ま
た
到
決
を
統
一
す
る
た
め
に
、
蓮
守
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
（
鑑
）
聯
邦
裁
到
所
の
到
例
の
拘
束
力
（
註
五
）

　
A
　
最
高
裁
到
所
の
判
決

　
聯
邦
最
高
裁
判
所
が
、
一
度
あ
る
法
律
問
題
に
封
し
て
判
噺
を
下
し
、
あ
る
ひ
ぱ
あ
る
特
定
事
實
に
適
用
し
う
べ
き
原
則
を
定
立
し
た

揚
合
に
は
、
そ
の
到
決
は
聯
邦
司
法
組
織
の
す
べ
て
の
下
位
裁
判
厨
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
同
種
事
件
に
封
し
て
、
絶
勤
的
且
つ
命
令
的
な

拘
束
力
を
有
す
る
。

　
B
　
最
高
裁
到
駈
に
お
け
る
先
例
と
し
て
の
下
位
裁
判
所
の
判
決

　
聯
邦
下
位
裁
判
所
の
い
か
な
る
到
決
と
難
も
、
聯
邦
最
高
裁
到
断
の
訴
訟
に
封
し
て
は
、
先
例
と
し
て
の
効
力
を
有
し
な
い
。
し
か

し
、
特
別
な
る
事
情
お
よ
び
公
の
政
策
（
覧
藻
。
回
）
＆
藷
）
ま
た
は
機
宜
性
（
①
図
℃
Φ
＆
露
亀
）
と
い
ふ
理
由
の
あ
る
場
合
に
は
、
下
位
裁

到
所
の
判
決
に
よ
つ
て
樹
立
さ
れ
、
且
つ
一
般
に
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
い
て
行
爲
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
揚
合
に
な
、
そ
の
到
決
を

覆
す
こ
と
を
拒
む
の
で
あ
る
。

　
e
　
州
制
定
法
の
解
繹

　
あ
る
州
の
憲
法
ま
た
は
法
律
上
の
問
題
に
關
し
て
ぼ
噂
聯
邦
下
位
裁
判
所
は
、
聯
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
つ
て
異
な
る
解
繹
が
宣
明
さ
れ

て
ゐ
る
揚
合
の
外
、
、
そ
の
州
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
D
　
同
位
栽
判
所
間
の
禮
譲

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
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一
五
〇

　
聯
邦
裁
判
所
は
、
同
種
事
件
に
關
し
て
、
同
位
管
轄
椹
の
他
の
裁
到
所
の
判
決
に
絶
封
的
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
通
常
、
禮

譲
と
い
ふ
動
機
並
び
に
法
律
お
よ
び
そ
の
執
行
上
の
統
一
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
拘
東
さ
れ
る
。

　
E
　
特
許
事
件
に
關
す
る
特
則

』
襲
明
、
嚢
見
に
封
す
る
特
許
の
有
効
性
、
ま
た
は
そ
れ
に
基
く
凸
口
田
事
者
の
罐
利
沈
關
す
る
事
件
に
お
い
て
は
、
聯
邦
巡
回
裁
到
所
ま
た

ぱ
巡
回
控
訴
裁
到
所
に
ょ
つ
て
下
さ
れ
た
剣
決
は
、
他
の
同
位
裁
到
厨
の
す
べ
て
を
拘
束
す
る
。

　
F
　
關
視
事
件
に
關
す
る
特
則

　
關
税
條
令
の
解
繹
お
よ
び
そ
の
條
令
に
基
く
關
税
の
評
債
を
統
一
し
、
確
定
す
る
た
め
に
、
聯
邦
の
下
位
ま
た
ぱ
中
間
上
訴
裁
判
所
の

到
決
は
、
そ
れ
が
上
訴
さ
れ
ま
た
は
直
接
問
題
と
さ
れ
な
い
限
9
、
同
一
段
階
の
裁
鋼
所
に
よ
つ
て
特
に
尊
重
さ
れ
る
。

　
G
　
巡
回
捲
訴
裁
判
所
と
同
一
地
域
内
の
下
位
裁
到
所

　
聯
邦
の
巡
回
ま
た
地
方
裁
判
所
は
、
他
の
す
べ
て
の
裁
到
所
ー
州
た
る
と
聯
邦
た
る
と
存
簡
は
す
ー
の
判
決
ー
聯
邦
最
高
裁
判

所
に
よ
り
こ
れ
と
異
な
る
判
決
の
な
さ
れ
た
事
件
を
除
く
f
に
優
先
し
て
、
同
一
地
域
内
の
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
剣
決
に
從
ぼ
ね
ぱ
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
巡
回
裁
到
肌
ま
た
は
地
方
裁
到
所
の
到
決
は
、
巡
回
握
訴
裁
到
所
に
封
し
て
は
、
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
し
な

い
。

　
H
　
巡
回
控
訴
裁
判
所
と
他
の
地
域
内
の
下
位
裁
判
所

　
巡
回
握
訴
裁
判
所
の
判
決
ば
、
他
の
地
域
の
巡
回
裁
判
所
ま
た
ぱ
地
方
裁
判
所
に
よ
つ
て
漣
守
せ
ら
れ
る
。
但
し
、
最
高
裁
判
所
ま
た

は
そ
の
巡
回
あ
る
ひ
は
地
方
裁
到
所
の
地
域
の
控
訴
裁
判
所
に
よ
つ
て
、
こ
れ
と
矛
盾
し
犠
鰯
す
る
到
決
が
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
場
合
に
限

る
。



　
1
　
同
一
裁
到
所
の
判
事
相
互
間
の
問
題

　
同
一
裁
到
所
の
剣
事
間
に
あ
り
て
は
、
相
互
に
そ
の
判
決
を
攣
更
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
は
同
一
事
件
あ
る
ひ
は
同
一
問
題
に
關
し

て
矛
盾
し
、
犠
鰯
す
る
判
決
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
四
）
　
州
裁
剣
所
に
お
け
る
権
威
と
し
て
の
聯
邦
裁
到
所
の
到
決
（
註
六
）

　
A
　
聯
邦
問
題
一
般

　
聯
邦
問
題
す
な
は
ち
聯
邦
憲
法
、
法
律
お
よ
び
條
約
に
基
い
て
生
す
る
事
件
に
お
い
て
は
、
州
裁
判
所
は
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
に

絶
封
的
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
の
適
用
ぱ
、
聯
邦
議
會
法
の
有
効
性
あ
る
ひ
は
そ
の
解
繹
ま
た
は
州
法
の
有
効
性
に
關
す

る
事
件
に
お
い
て
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、
こ
の
原
則
の
適
用
は
、
廣
い
範
園
に
及
ん
で
ゐ
る
。

　
R
　
聯
邦
議
會
法
の
有
効
性
お
よ
ぴ
解
繹

　
聯
邦
議
會
法
の
適
憲
性
を
支
持
し
ま
た
は
否
認
し
、
あ
る
ひ
ぱ
そ
れ
を
解
繹
す
る
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
聯
邦
議
會
法
に
基
い

て
生
す
る
す
べ
て
の
同
種
の
問
題
に
封
す
る
先
例
と
し
て
、
州
裁
判
所
を
絶
封
に
拘
束
す
る
。

　
C
　
聯
邦
裁
判
所
の
管
轄
権
と
椹
限

　
聯
邦
裁
判
所
の
管
轄
礁
、
椹
限
お
よ
ぴ
手
績
に
關
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
聯
邦
裁
判
所
、
特
に
そ
の
最
高
裁
剣
所
の
判
決
は
、
州

裁
判
所
を
拘
束
す
る
。

　
D
　
聯
邦
判
決
の
解
繹
お
よ
ぴ
適
用

　
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
州
裁
判
所
に
封
し
て
ぱ
、
特
に
そ
れ
が
州
裁
判
所
の
前
の
原
則
と
異
な
る
揚
合
に
は
、
明
白
に
判
決
せ

ら
れ
、
ま
た
は
そ
の
到
決
中
に
當
然
含
ま
れ
る
諸
問
題
に
限
つ
て
拘
束
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
剣
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

　
E
　
一
般
法
律
學
ま
た
は
地
方
法
上
の
問
題
。

　
地
方
法
・
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
、
ま
た
は
法
律
學
の
一
般
原
理
の
適
用
に
よ
つ
て
生
す
る
問
題
に
關
す
る
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
ぱ
、

州
裁
判
所
に
お
い
て
は
絶
封
的
な
る
拘
束
力
を
有
し
な
い
。

　
F
　
州
制
定
法
の
有
効
性

　
州
制
定
法
の
有
効
性
に
關
す
る
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
そ
の
州
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
。

　
G
　
商
法
上
の
問
題
に
關
す
る
判
決

　
商
法
上
の
問
題
、
例
へ
ば
流
通
誰
券
お
よ
ぴ
船
荷
謹
券
に
關
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
州
裁
判
所
は
聯
邦
裁
判
所
の
到
決
に
は
拘
束
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
い
は
ゆ
る
禮
譲
の
原
理
に
從
つ
て
拘
束
さ
れ
る
。

　
H
　
聯
邦
下
位
裁
到
所
の
到
決

　
聯
邦
組
織
の
下
位
裁
判
所
の
判
決
ば
、
州
裁
判
所
に
お
い
て
奪
重
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
制
御
力
あ
る

到
例
で
は
な
い
。

　
1
　
州
下
位
裁
判
所
に
封
す
る
原
則

　
州
最
高
裁
剣
所
の
到
決
と
、
聯
邦
最
宮
謝
判
所
の
判
決
と
が
抵
鰯
す
る
場
合
、
係
孚
問
題
が
聯
邦
問
題
な
ら
ば
、
州
の
下
位
裁
到
所
は

聯
邦
最
高
裁
判
所
の
鋼
決
に
從
ふ
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
間
題
に
關
し
て
は
、
州
の
上
訴
裁
到
所
の
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
。

　
」
　
準
州
裁
到
所
に
獣
す
る
原
則

　
準
州
裁
判
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
、
聯
邦
最
高
裁
到
所
お
よ
ぴ
上
訴
管
轄
権
を
有
す
る
聯
邦
の
巡
回
擦
訴
裁
判
所
の
判

決
に
從
ふ
。



　
（
五
）
　
他
州
裁
『
剣
所
の
判
決
（
註
七
）

　
A
　
他
州
の
法
律
の
解
繹
お
よ
び
適
用

　
州
の
最
高
裁
到
所
に
よ
つ
て
、
そ
の
州
の
制
定
法
に
封
し
て
な
さ
れ
た
解
繹
ぱ
、
そ
の
制
定
法
を
解
繹
し
適
用
す
る
必
要
あ
る
場
合
に

限
り
、
他
州
の
裁
鋼
所
に
ょ
つ
て
、
拘
束
力
あ
る
先
例
と
し
て
、
蓮
守
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
は
、
禮
譲
に
そ
の
基
礎
を
有
す

る
。

　
B
　
弛
州
の
法
律
の
適
憲
性

　
州
制
定
法
の
有
効
性
に
關
す
る
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
他
州
の
裁
判
所
に
よ
つ
て
漣
守
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
が
聯
邦
憲
法
お

よ
び
聯
邦
法
律
の
有
効
性
に
關
す
る
場
合
に
は
、
他
州
裁
到
所
は
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
の
聯
邦
最
高
裁
到
所
の
先
例
が
存
在
す
る
限
り
、

そ
の
先
例
に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
C
　
他
州
の
地
方
法
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
問
題

　
係
争
中
の
訴
訟
が
、
他
州
の
法
律
ま
た
は
法
廷
地
法
（
一
霞
8
き
以
外
の
法
律
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
、
且
つ
他
州
の
法
律
の
灌
威
的

解
説
が
、
裁
到
所
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
㎝
般
的
に
拘
束
力
勘
る
先
例
と
し
て
承
認
さ
れ
、
逡
守
さ
れ
る
。

　
D
　
附
随
的
意
見

　
州
の
最
高
裁
判
所
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
意
見
中
、
法
律
に
つ
い
て
の
陳
述
は
、
嚴
格
な
意
味
に
お
い
て
は
、
當
該
事
件
に
關
す
る
限

り
、
附
随
的
意
見
で
あ
る
が
亀
そ
れ
が
他
州

の
裁
到
所
に
お
い
て
確
認
さ
れ
且
つ
適
用
さ
れ
る
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
附
随
的
意
見
に
過

ぎ
な
い
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
州
の
法
の
誰
嫁
と
し
て
承
認
さ
れ
、
且
つ
先
例
と
し
て
蓮
守
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U
五
三



　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
輔
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
五
四

　
E
　
一
般
法
の
問
題
i
他
州
到
決
の
説
得
的
椹
威

　
一
般
法
律
學
お
よ
び
自
州
制
定
法
の
解
繹
上
の
問
題
に
關
し
て
は
、
他
州
に
行
は
れ
て
ゐ
る
同
種
の
法
律
髄
係
の
下
に
て
な
さ
れ
た
判

決
は
、
説
得
的
権
威
と
し
て
引
用
さ
れ
る
が
、
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
は
こ
れ
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
F
　
下
位
裁
剣
所
の
鋼
決

　
他
州
の
下
位
裁
剣
所
の
到
決
は
、
通
常
、
そ
の
州
の
法
の
誰
擦
と
し
て
も
、
ま
た
、
法
の
一
般
原
理
上
の
椹
威
と
し
て
も
、
考
慮
に
値

し
な
い
Q

　
G
　
到
例
法
の
大
勢
入
の
順
慮

　
剣
例
法
を
統
一
し
、
奪
重
す
る
た
め
に
、
あ
る
州
の
最
高
裁
到
所
は
、
他
州
の
到
決
の
一
般
的
傾
向
ま
た
は
大
勢
に
し
た
が
つ
て
》
新

し
い
間
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
註
｝
）
　
劇
一
8
ぎ
o
マ
o
一
ひ
・
℃
’
ゆ
竃
W
O
壁
ざ
o
サ
巳
酔
・
や
鱒
蕊
。

　
（
註
一
一
）
　
O
惹
ざ
㌧
o
●
9
鮮
亨
認
鱒
勺
o
影
8
ぎ
岡
陣
誘
叶
膨
O
o
犀
o
楠
q
謡
識
善
弓
q
画
曾
ざ
ρ
／
℃
．
じ
○
お
。

　
　
　
然
る
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
た
る
貴
族
院
は
、
自
己
の
判
決
に
絶
勤
的
に
拘
束
き
れ
、
若
し
そ
の
判
決
を
不
當
な
も
の
と
し
て

　
　
慶
棄
し
や
う
と
す
る
に
は
、
覧
立
法
の
形
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
毘
3
0
計
国
5
α
Q
｝
誌
げ
ピ
騨
名
遭
己
一
訂
膨
貰
脚
お
8
9
｝
9
㌘
b
a
恥
い
Q
蚕
ざ
o
す

　
　
a
一
．
や
曽
灯
｝
ω
巴
蓉
○
昌
脅
飼
自
二
η
D
陰
＝
創
臼
6
ρ
や
一
旨
ー
GQ
．
）
o

　
　
　
　
曽
器
『
○
や
。
昼
づ
』
9。
O
ー
癌
思
二
口
同
柳
敦
授
、
前
掲
、
論
丈
参
照
。

　
（
註
ε

　
（
註
四
）

　
（
註
五
）

（
註
六
）

（
誰
七
）

　
　
　
　
田
衝
o
ぎ
○
や
9
壁
ツ
G
ゆ
a
“
oQ
巴
簿
o
昌
血
鴇
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℃
●
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騨
・
　
　
一
雪
ー
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●

　
　
　
　
膨
蜀
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哲
○
や
o
罫
噂
9

　
　
　
　
劇
一
8
劃
O
や
o
騨
●
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園
一
8
鮮
o
や
9
蛙
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高
柳
賢
三
教
授
『
判
例
に
封
す
る
ア
ノ
リ
カ
法
律
家
の
態
度
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
四
輯
）
参
照
。
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三
　
憲
法
に
お
け
る
到
例
の
拘
束
性

　
ア
メ
リ
カ
の
裁
鋼
所
は
．
他
國
の
裁
到
所
と
ぱ
異
な
り
、
憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
を
螢
む
結
果
、
判
例
拘
束
性
の
理
論
に
關
し
て

も
、
特
に
、
憲
法
上
に
お
け
る
到
例
拘
束
性
の
問
題
、
殊
に
、
立
法
の
適
憲
性
（
8
塁
§
暮
一
2
＆
身
）
に
つ
い
て
の
到
例
が
、
い
か
な
る

拘
束
力
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
般
理
論
か
ら
い
ふ
な
ら
ぱ
、
鋼
例
の
拘
束
性
は
、
不
丈
法
に
關
す
る
問
題
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
制
定
法
の
解
繹
に
關
し
て

生
じ
た
問
題
に
封
し
て
も
、
均
し
く
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
註
一
）
心
し
か
し
、
制
定
法
の
解
繹
に
り
い
て
の
判
例
の
揚
合
に
は
、
制
定

法
の
拘
束
性
と
、
、
鋼
例
自
騰
の
拘
束
性
と
の
二
重
の
拘
束
性
を
も
つ
外
観
を
呈
す
る
に
至
る
が
、
制
定
法
の
拘
束
性
は
結
局
、
到
例
の
拘

束
性
に
吸
牧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
成
丈
憲
法
を
有
す
る
諸
國
に
あ
つ
て
は
、
概
し
て
、
そ
の
憲
法
の
改
正
手
績
を
、
一
般
の
立
法
手
績
よ
り
も
、
懊
重
な
も
の
と
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
、
い
か
に
そ
の
改
正
手
績
を
困
難
な
も
の
と
し
て
み
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
憲
法
を
永
年
に
亘
つ
て
不
動
な
も
の
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
正
式
の
改
正
手
績
を
経
な
い
で
、
解
繹
と
運
用
と
に
よ
つ
て
、
實
際
的
に
は
、
憲
法
は
あ
る
程
度
流
動
す
る
傾
向
の

あ
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
國
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ぱ
・
，
憲
法
は
、
そ
の
性
質
上
、
當
然
に
・
安
定
性

が
要
講
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
伺
時
に
、
成
丈
憲
法
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
修
正
が
困
難
だ
と
い
ふ
事
情
か
ら
、
特
に
時
代

順
鷹
性
の
た
め
に
、
剣
例
の
拘
束
性
を
緩
和
す
る
こ
と
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
十
九

世
紀
以
降
、
そ
の
資
本
主
義
が
急
激
な
る
勢
を
も
つ
て
嚢
展
し
た
結
果
、
こ
れ
に
俘
つ
て
種
々
の
証
會
的
経
濟
的
間
題
の
嚢
生
を
見
る
に

至
つ
た
。
か
か
る
事
情
の
』
下
に
あ
つ
て
、
憲
法
の
改
正
手
績
が
、
正
式
の
手
綾
に
よ
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
法
の
安
定

性
を
張
調
す
る
の
鯨
り
、
そ
の
妥
當
性
と
攣
化
性
と
を
無
覗
す
る
の
結
果
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
法
の
確
定
性
と
攣
化
性
と
の
調
和

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
凶
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
－
英
米
法
に
お
け
る
貯
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
玉
六

の
上
に
立
つ
て
、
憲
法
は
解
繹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
二
つ
の
封
立
す
る
意
見
が
あ
る
。
す
な

は
ち
、
（
醐
）
　
法
の
攣
化
性
に
基
く
も
の
で
あ
つ
て
（
註
二
）
、
攣
化
し
つ
つ
あ
る
肚
會
に
封
す
る
新
し
き
立
法
の
必
要
性
を
よ
り
よ
く
意

識
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
憲
法
を
そ
の
時
代
の
杜
會
に
妥
當
す
る
や
う
に
解
繹
し
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
派
に
よ
れ
ば
、
肚
會
立

法
の
多
く
が
、
違
憲
で
は
な
い
と
の
法
原
理
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
立
場
に
よ
る
も
の
を
、
進
歩
派
ま
た
は
自
由
解
繹
派

（
浮
①
邑
8
塁
酔
旨
＆
2
陣
5
と
も
い
ふ
。
（
二
）
法
の
確
定
性
に
基
い
て
な
す
見
解
で
あ
つ
て
（
垂
δ
、
傳
統
的
な
政
治
思
想
に
立
脚
し

て
憲
法
を
解
繹
し
や
う
と
す
る
結
果
、
批
會
立
法
の
多
く
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
派
に
属
す
る
も
の
を
、

保
守
派
ま
た
は
嚴
格
解
繹
派
（
。
。
鼠
9
8
霧
訂
蓼
菖
O
b
響
）
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
右
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
判
例
拘
束
性
の
原
理
と
憲
法
と
の
關
係
を
考
察
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
醐
）
　
剣
例
拘
束
性
の
原
理
は
、
憲
法
の
解
繹
に
適
用
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
憲
法
の
あ
る
條
項
に
つ
い
て
の
解
繹
が
一
度
愼
重
に
な

さ
れ
た
揚
合
に
は
、
重
大
な
る
理
由
の
存
在
し
な
い
限
り
、
そ
の
解
繹
を
覆
し
え
な
い
（
註
四
）
。

　
（
二
）
　
制
定
法
ま
た
は
命
令
の
適
憲
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
到
例
は
、
そ
の
到
決
が
屡
汝
蓮
奉
せ
ら
れ
ま
た
は
長
い
間
黙
從
せ

ら
れ
、
さ
ら
に
財
産
上
ま
た
は
契
約
上
の
諸
椹
利
が
そ
の
到
決
に
基
い
て
焚
生
し
、
且
つ
そ
れ
に
よ
つ
て
支
へ
ら
れ
て
ゐ
る
な
ら
ぱ
、
到

例
拘
束
性
の
原
理
の
適
用
上
そ
の
鋼
例
は
固
守
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ξ
（
註
五
）
。

　
（
三
）
制
定
法
に
封
し
て
な
さ
れ
た
確
定
的
な
、
る
裁
判
上
の
解
繹
に
は
、
實
際
上
制
定
法
と
同
一
の
構
威
が
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所

に
は
そ
の
判
決
を
攣
更
し
、
そ
の
解
繹
を
改
め
る
構
限
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
極
め
て
緊
迫
せ
る
理
由
の
存
在
せ
ざ
る
限
り
は
、
か
か

る
椹
限
を
行
使
し
や
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
前
の
判
例
が
く
り
か
え
し
逡
守
さ
れ
ま
た
は
長
期
間
に
亘
つ
て
黙
從
せ
ら
れ
・
財
産
法
規

が
形
成
さ
れ
て
ぎ
た
と
き
に
は
、
そ
の
愛
更
椹
を
行
使
し
な
い
（
註
六
）
。



　
（
四
）
州
舗
定
法
が
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
州
最
高
裁
判
駈
の
判
決
は
、
他
州
の
裁
判
所
に
よ
つ
て
逡
守
せ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
問
題
が
聯
邦
憲
法
お
よ
び
法
律
上
の
有
効
性
に
關
す
る
揚
合
に
は
、
他
州
裁
到
厨
は
、
先
倒
の
存
す
る
限
り
、
聯
邦
最
山
ロ
同
裁
判
所
の

判
決
に
從
ふ
（
註
七
）
。

　
（
五
）
州
憲
法
ま
た
は
州
法
律
の
解
繹
上
の
問
題
に
關
し
て
は
、
聯
邦
の
下
位
裁
判
所
ぼ
、
聯
邦
最
高
裁
判
所
の
之
と
畢
な
る
解
繹
の

存
せ
ざ
る
限
り
、
そ
の
州
の
上
告
裁
到
所
の
到
決
に
拘
束
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
異
な
れ
る
解
繹
は
州
裁
到
所
の
到
決
に
優
先
し

て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
註
八
）
。

　
（
六
）
聯
邦
問
題
す
な
は
ち
聯
邦
憲
法
、
聯
邦
法
ま
た
は
條
約
の
下
に
お
い
て
生
す
る
問
題
を
含
む
事
件
に
お
い
て
は
、
州
裁
判
厨
は

聯
邦
最
高
裁
到
所
の
判
決
に
絶
封
的
に
拘
束
さ
れ
る
（
註
九
）
。

　
（
七
）
聯
邦
裁
到
厨
は
、
州
最
高
裁
到
断
に
ょ
つ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
州
憲
法
並
び
に
州
制
定
法
に
關
す
る
解
繹
に
準
擦
す
る
こ
と

と
な
る
（
註
δ
）
。

　
（
謎
一
）
　
劇
冨
o
實
○
や
o
罫
サ
b
D
鱒
噂
。

　
（
註
二
）
　
高
柳
賢
三
教
授
『
違
憲
立
法
審
査
権
の
本
質
的
剃
約
』
（
國
家
學
會
雑
誌
第
四
九
巻
第
六
號
）
、
岡
教
授
『
良
然
法
と
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
画
（
米

　
　
英
の
法
律
思
潮
所
牧
）
、
購
教
授
『
司
法
擢
の
優
位
』
叫
七
九
頁
以
下
、
鵜
飼
信
成
教
授
、
前
鵜
、
二
五
頁
以
下
滲
照
。
な
ほ
、
　
＜
8
ピ
畠
。
言
詩
2

　
　
00
冨
お
d
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。
邑
6
・
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。
a
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騰
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霧
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霧
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芦
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『
国
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養
鼠
鼠
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國
o
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冨
肉
マ
含
O
ー
鮎
一
●

　
（
註
三
）
羅
器
『
頃
き
象
8
犀
o
昌
島
0
9
霧
再
琴
試
o
嵩
き
幽
9
富
唇
門
g
讐
一
貫
o
｛
嘗
o
冒
魯
名
（
一
〇
岩
）
℃
・
こ
o
O
鴇
0
9
巨
げ
曽
蛋
p
昭
ぎ

　
　
ご
8
鼠
器
。
塞
蜜
お
ご
①
。
一
路
器
碧
喜
①
山
ぎ
ご
鼠
巴
。
浸
o
騰
o
・
一
曇
一
g
ぎ
邑
碧
①
終
。
謬
。。
欝
噌
ぐ
鴛
9
■
義
閃
書
霧
一
b
。
弥

　
　
　
な
ほ
、
高
柳
賢
三
教
授
『
司
法
椹
の
優
位
』
一
七
九
頁
以
下
、
遜
教
授
『
自
然
法
と
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
』
、
鵜
飼
信
成
教
授
、
葡
掲
、
二
五
頁
以
下

　
　
滲
照
。

　
（
註
四
）
　
駒
影
o
鮮
o
や
巳
幹
や
鱒
鱒
b
の
ー
鱒
b
p
9

　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
げ
る
判
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



（
註
五
）

（
註
六
）

（
註
七
）

（
註
八
）

（
註
九
）

（
註
一
〇
）

四

夷
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
輔
考
察

膨
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一
五
八

　
　
　
イ
ギ
リ
ス
判
例
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
効
力

　
イ
ギ
リ
ス
裁
到
所
の
到
例
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
い
が
な
る
権
威
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
の
問
題
の
解
決
に
ぽ
、
相
當
な
困
難
が

俘
な
ふ
も
の
で
あ
る
。
ζ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
時
期
に
分
つ
て
考
察
す
る
の
を
便
宜
と
す
る
で
あ
ら
う
（
註
ご
。
す
な
は

ち
、
　
（
一
）
ア
、
メ
リ
カ
殖
民
地
建
設
以
前
の
時
期
（
二
）
殖
民
地
建
設
よ
リ
ァ
メ
リ
カ
濁
立
に
至
る
ま
で
の
時
期
（
三
）
ア
メ
リ
カ
濁
立

以
後
の
蒔
期
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
（
一
〉
　
殖
民
地
建
設
以
前
の
時
期

　
イ
ギ
リ
ス
の
到
例
に
七
て
、
そ
れ
が
殖
民
前
の
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
と
異
な
る
立
法
の
存
在
し
な
い
限
9
、
到
例
と
し
て
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
疑
ふ
も
の
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
到
例
も
悪
ア
メ
リ
カ
の
國
情
に
適
用
し
う
る
も
の
の
み
が
、
蔦
の

地
に
お
い
て
探
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
の
原
則
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
　
コ
ン
モ

ン
・
・
1
を
康
止
ま
た
ぱ
鍵
更
す
べ
き
裁
到
所
の
自
由
裁
量
（
冒
一
惹
鋒
島
ぎ
同
＆
。
ε
の
蝕
地
が
、
廣
く
残
さ
れ
て
ゐ
る
（
蚕
一
）
。

　
（
昌
）
　
殖
民
地
開
設
よ
リ
ア
メ
リ
カ
猫
立
に
至
る
ま
で
時
期

　
こ
の
期
間
に
コ
ン
モ
ン
・
・
電
お
よ
び
法
律
學
の
一
般
原
理
に
基
い
て
な
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
剣
決
ぱ
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
剣
所



に
お
い
て
は
、
正
に
從
ふ
べ
き
典
嫁
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
當
時
の
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
到
働
ぱ
、
十
三
州
の
全
部
に
封
し
て
、
實
質
的

に
度
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
と
同
一
な
る
拘
束
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
ウ
ス
本
國
の
上
位
裁
判
所
が
、
コ
ン
モ
ン
・
ロ

ー
の
椹
威
あ
る
解
読
者
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
ぱ
、
當
然
な
こ
と
で
あ
り
、
避
け
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
當
時
の
イ

ギ
リ
ス
コ
ン
モ
ン
・
舜
丁
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
州
に
お
い
て
、
い
ま
な
ほ
効
力
を
有
し
、
攣
更
さ
れ
て
ゐ
な
い
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
裁

判
断
の
判
決
ぱ
、
現
在
に
お
い
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
（
註
三
）
。

　
（
議
）
米
國
猫
立
以
後
の
時
期

　
一
七
七
六
年
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
到
例
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
説
得
的
樺
威
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
濁
立
革

命
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
到
決
は
、
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
っ
い
て
の
學
殖
深
き
人
々
の
見

解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
現
に
憤
値
を
有
す
る
と
し
て
も
、
到
例
と
し
て
の
債
値
ぱ
之
を
有
し
な
い
（
註
四
〉
。
し
か
し
、
一
七
七
六
年
以

後
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
州
は
コ
ン
モ
ン
・
ロ
葦
を
自
己
の
手
中
に
牧
め
、
そ
し
て
立
法
的
活
動
と
剣
例
の
流
れ
と
に
よ
つ
て
、

自
己
の
目
的
に
適
ふ
や
う
に
形
成
し
て
行
つ
た
。
か
く
て
、
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
、
認
ン
モ
ン
・
・
1
は
極
め
て
大
き
な
攣
化
を
受
け

て
を
た
。
そ
れ
故
に
、
ご
の
時
期
以
後
に
お
い
て
嘆
　
訟
ン
培
ン
・
・
至
の
櫨
威
あ
る
解
説
は
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
剣
所
に
よ
つ
て
な
さ
れ

る
こ
と
と
な
つ
た
（
註
五
）
。

　
以
上
は
、
イ
ギ
リ
ス
雲
ン
モ
ン
・
・
1
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
い
か
な
る
拘
束
力
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、

次
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
衡
李
法
、
成
文
法
、
寺
院
法
が
、
ア
メ
リ
ヵ
に
お
い
て
、
い
か
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
に
つ
》
て
ご
百
す
る
こ
と
と

す
る
。
衡
李
法
上
の
事
件
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
到
決
は
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
到
所
に
封
し
て
は
絶
勤
的
な
る
拘
束
ガ
を
有
し
な

い
（
註
六
）
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
上
位
裁
到
所
の
剣
決
は
ー
そ
れ
が
一
七
七
六
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
限
り
ー
ア
メ
リ
カ
の
州
立
法

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鯛
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胤
五
九



　
　
　
　
蕾
犬
米
法
に
お
け
る
酬
刀
例
法
の
一
考
｛
祭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ
O

府
ま
た
は
聯
邦
議
會
に
よ
つ
て
、
同
一
の
形
式
あ
る
ひ
は
實
質
的
に
同
一
の
丈
言
に
て
探
用
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
成
文
法
に
つ
い
て
の
解

繹
に
關
し
て
は
、
梅
威
的
先
例
で
あ
る
（
註
七
）
。
さ
ら
に
、
検
認
（
胃
魯
暮
Φ
）
お
よ
び
離
婚
手
績
（
（
獣
＜
（
き
①
属
0
8
象
ぼ
暢
）
の
如
き
，

特
殊
管
轄
椹
に
服
す
る
訴
訟
に
關
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宗
敏
裁
到
所
（
①
8
ゑ
塞
暮
鎮
8
娼
邑
の
到
決
は
、
制
御
力
あ
る
椹
威
で
は
な

い
が
、
大
い
に
奪
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
く
註
八
）
。

（
註
触
）

（
註
一
一
）

（
輩
e

（
註
四
）

（
註
五
）

（
註
六
）

（
註
七
）

（
註
八
）

五

Q
り
ゅ
ざ
o
や
o
一
針

O
肖
魯
ざ
○
や
o
詳
●

國
冨
o
置
o
や
o
坤
幹

Q
り
暫
ざ
o
や
o
霊

切
宣
o
置
o
や
o
罫

劇
冨
o
ぎ
o
》
魚
幹

劇
宣
Q
酋
o
や
o
＃
．

劇
冨
9
諮
o
や
9
貴

マ
鱒
瞳
・
｛
局
柳
一
教
授
『
鋼
例
に
封
す
る
ア
メ
リ
カ
法
律
家
の
能
師
度
』
参
照
。

や
鱒
瞳
9

》
台
の
；
愈
P
高
柳
教
授
、
前
鵜
、
参
照
。

り
逡
ド
高
柳
教
授
、
前
掲
、
滲
照
o

や
露
O
・

や
轟
O
●

勺
■
隣
①o
Q
Q
ー
群
qQ
O
●

や
湛
GQ
①
～
障
9

　
　
　
拘
束
力
の
基
礎

到
例
は
將
來
の
同
種
事
件
に
轡
し
、
原
則
と
し
て
下
級
裁
到
所
を
拘
束
す
る
効
力
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
拘
束
力
の
基
礎
に
關
し

て
は
、
説
が
岐
れ
て
ゐ
る
。

　
（
一
）
第
一
読
は
、
拘
束
力
の
基
礎
を
到
例
の
性
質
に
求
め
や
う
と
ナ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
、
到
例
の
性
質
に
つ
い
て
説

が
岐
れ
る
に
從
つ
て
、
次
の
二
つ
の
も
の
と
な
る
。

（
イ
）
剣
例
の
性
質
を
解
し
て
法
な
り
（
註
剛
）
と
な
す
も
の
に
あ
つ
て
は
、
判
例
は
す
な
は
ち
法
で
あ
る
か
ら
、
法
は
す
で
に
存
在
す

る
。
裁
到
官
は
．
輩
に
に
の
駿
を
解
纏
し
・
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
止
ま
り
、
法
を
慶
止
し
、
修
正
す
る
権
能
を
有
し
な
い
（
融



凶
じ
ゅ（

腿
）
剣
例
を
以
つ
て
法
を
宣
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
法
の
識
擦
で
あ
る
と
考
へ
る
（
翼
⇔
。
す
で
に
判
例
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
営
該
事
件
に
適
用
す
べ
蓉
法
は
宣
鷺
さ
れ
て
菊
り
、
且
つ
確
定
さ
れ
、
現
に
存
在
す
る
が
故
に
、
裁
到
官
は
、
こ
れ
勘
．
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

　
右
に
述
べ
た
第
一
設
ぱ
、
拘
束
力
の
基
礎
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
正
當
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
ぱ
ち
、
裁
到
官
は
、
こ
の
法

を
適
用
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
到
例
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
に
は
乏
し
い
。

（
二
）
第
ご
説
は
、
拘
束
力
の
基
礎
を
一
事
不
再
理
の
原
則
（
（
ざ
昏
汐
Φ
9
話
三
星
一
寮
婁
）
に
求
め
、
到
例
が
拘
束
力
を
有
す
る
の

は
、
法
律
上
裁
判
所
の
到
決
ぱ
、
正
し
い
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
に
よ
る
と
す
る
（
註
四
）
。

　
こ
の
説
は
、
一
事
不
再
理
の
原
則
と
剣
例
拘
束
性
の
原
理
と
の
混
同
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
正
當
な
見
解
と
は
冒
ひ
難
い
（
註
五
）
。

（
罵
）
第
三
読
ぱ
、
拘
東
力
の
基
礎
豪
．
實
際
上
の
理
由
に
求
め
、
法
の
確
實
性
と
安
定
性
お
よ
び
椴
利
保
護
の
必
要
性
に
基
く
も
の
と
す

る
の
で
あ
る
．
（
融
六
）
。

　
惟
ふ
に
、
英
米
法
の
如
く
、
そ
の
営
初
、
慣
習
法
の
み
が
存
在
し
た
法
制
の
下
に
あ
つ
て
は
、
判
例
に
拘
東
力
を
與
へ
な
け
れ
ば
、
法

ば
極
め
て
不
確
實
、
不
安
定
な
も
の
と
な
り
、
人
は
行
爲
の
準
則
を
求
む
る
こ
と
が
で
き
な
く
除
る
。
か
図
て
、
判
例
に
拘
東
力
を
認
む

る
に
至
つ
た
と
い
は
れ
る
。

　
（
註
司
）
　
聾
8
鮮
o
や
o
搾
や
9
以
下
滲
照
。

　
（
盤
二
）
蜀
〇
一
一
8
貫
塚
誘
齢
園
o
o
悶
o
隔
身
鉱
馨
H
鶏
窪
。
①
｝
¢
o
①
9
一
鷺
一
・
や
o。o
。
一
・

　
（
註
三
）
由
8
ド
O
や
o
狩
》
①
，
以
下
、
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
夙
に
、
宮
本
英
雄
教
授
に
よ
つ
℃
詳
細
な
紹
介
た
批
詳
と
が
な
寒
れ
℃
ゐ
る
（
英
法

　
　
碍
究
輔
頁
以
下
）
。
な
ぼ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
℃
は
、
法
の
出
鉄
開
〃
と
い
ふ
こ
と
は
、
誌
特
に
－
重
要
撮
縄
さ
れ
で
ゐ
る
翁
尚
棚
鹸
賞
蹴
…
教
授
叫
列
例
一
に
封
す
る
ア
メ

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎞
六
畑



　
　
　
　
蘭
央
畝
不
法
に
お
け
る
判
婦
例
法
の
　
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
山
ハ
嵩

　
　
η
力
法
律
家
の
態
度
馳
（
判
例
声
イ
ム
ズ
第
四
輯
）
滲
照
。

　
（
註
四
）
観
器
〆
o
》
簿
．
唱
』
・

　
（
謹
充
）
　
琶
毬
評
○
竪
o
狩
や
叡
い
》
お
ゆ
ー
一
潅
．

　
へ
註
穴
）
　
寅
影
o
貫
o
や
魚
酔
．
｝
）
’
H
qo
感

　
六
　
到
例
法
に
お
け
る
規
範
の
襲
見

　
法
規
ぱ
、
す
べ
て
一
定
の
羅
賀
を
．
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
が
法
規
の
適
用
範
囲
覆
、
限
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
規
の
形
式
が

制
定
法
で
あ
る
と
、
あ
る
ひ
は
到
例
法
で
あ
る
と
に
よ
つ
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
制
定
法
の
場
合
に
は
、
纂
實
的
前
提

が
、
抽
象
的
な
形
で
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
結
果
、
そ
の
中
か
ら
、
規
範
を
襲
見
す
る
こ
と
ぱ
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、

到
例
法
の
場
合
に
ぱ
、
法
規
ば
抽
象
的
な
形
で
表
現
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
、
到
例
の
う
ち
か
ら
、
法
規
と
湊
、
の
事
實
的
前
提
と
を
襲
見
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
制
定
法
の
場
合
と
比
較
し
て
、
遙
か
に
複
難
”
な
も
の
で
あ
り
、
困
難
な
も
の
で
あ
る
（
謎
嚇
）
。
か

く
て
、
法
の
獲
見
（
勢
穿
弱
寓
9
2
帥
ノ
・
，
）
と
い
ふ
こ
と
が
、
判
例
法
に
お
い
て
ぼ
特
殊
な
地
位
を
占
め
る
も
の
と
な
つ
て
く
る
（
註

一
一
）
。

　
英
米
法
に
あ
つ
て
は
、
具
騰
的
事
實
と
絡
み
合
つ
た
到
例
の
う
ち
か
ら
、
法
を
焚
見
す
る
た
め
に
特
殊
な
る
技
術
を
嚢
達
せ
し
め
て
ゐ

る
。
す
た
け
ち
、
具
騰
的
事
實
の
下
に
お
い
て
、
當
該
到
決
に
到
達
す
る
に
つ
き
必
要
歓
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る

部
分
を
判
決
理
由
（
騨
鉱
o
（
貯
鮎
憲
鉱
凶
）
と
い
ひ
、
到
決
中
に
お
い
て
、
裁
到
官
が
そ
の
到
決
に
ぱ
不
必
要
な
法
規
に
っ
い
て
述
べ
た
意

見
が
、
附
随
的
意
見
（
3
箒
呪
（
ぎ
昌
彰
）
i
ま
た
は
傍
論
・
飴
論
1
と
い
は
れ
る
。
到
例
と
し
て
効
力
を
有
す
る
の
ぱ
、
こ
の
到
決

理
由
と
よ
ば
れ
る
部
分
の
み
で
あ
つ
て
、
附
随
的
意
見
に
は
何
等
拘
束
力
は
な
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
到
例
法
が
固
定
性
を

有
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
伸
縮
性
を
有
す
る
の
は
、
到
決
理
由
と
附
随
的
意
見
と
に
分
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
『
そ
の
固
定
的
な
る
部
分
の



範
園
を
縮
少
せ
し
め
う
る
技
術
的
な
理
論
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　
剣
決
理
由
を
嚢
見
ず
る
に
は
、
極
め
て
復
難
㎜
な
事
實
め
中
か
ち
↑
、
そ
の
到
決
に
到
蓮
す
る
に
必
要
山
。
献
く
べ
か
ら
ざ
る
前
～
提
と
さ
れ
た
裏

實
、
す
な
は
ち
、
事
實
的
前
提
，
構
成
要
件
．
主
要
事
實
を
見
幽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
當
該
事
件
に
あ
ら
ぼ
れ
た
事
實
の
す
べ
て

が
、
そ
の
前
提
と
な
る
事
實
で
ぱ
な
く
し
て
、
そ
の
結
果
に
到
逮
す
る
に
つ
い
て
必
、
要
な
慕
實
の
み
が
、
そ
の
前
提
を
な
す
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
血
要
串
賢
の
養
見
ぱ
極
め
て
困
難
な
る
こ
と
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
グ
ッ
ド
ハ
、
ト
氏
（
螢
8
山
げ
霧
欝
ぱ
こ
の
鮎
に
つ

蓉
注
目
す
疲
き
研
究
を
養
表
し
て
ゐ
る
く
垂
む
。

　
剣
決
理
由
の
適
用
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
．
ま
づ
、
（
イ
》
前
後
の
事
件
の
重
要
な
事
實
9
感
醇
芭
欺
舞
）
が
同
…
な
る
場
合
　
前

の
事
件
中
の
重
要
な
事
實
が
、
後
の
事
件
中
の
重
要
な
事
實
と
杢
熱
同
一
貧
諾
。
一
客
①
蔓
峯
影
薄
膨
な
る
と
砦
に
は
、
い
ぱ
ゆ
る
、
．
霞

聾
隔
・
薄
7
と
呼
ぱ
れ
る
註
叫
）
。
と
の
場
合
に
ぱ
．
前
の
事
件
の
到
決
理
由
ぱ
、
後
の
事
件
に
欝
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
場
合
に
け
、
新
奮
爾
事
件
の
事
實
か
，
全
然
同
一
な
る
こ
と
ぼ
、
必
す
し
も
必
要
な
こ
と
で
ぱ
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
實

が
、
實
質
的
に
団
一
（
破
気
驚
鏡
獣
箋
》
A
竃
釜
毫
》
な
ら
ば
以
つ
て
足
る
の
で
あ
る
（
註
五
）
。
こ
の
や
う
な
揚
合
が
堰
加
す
る
に
從
つ

て
、
到
例
法
の
確
完
性
は
塘
大
し
て
ゆ
く
、
こ
勉
に
反
し
て
、
そ
の
伸
縮
性
の
範
園
が
、
縮
少
す
る
の
け
ま
た
當
然
で
あ
る
。
次
に
、

　
（
ロ
）
　
前
後
の
塩
件
の
重
要
な
事
實
が
同
一
で
な
い
場
含
　
裁
到
所
ば
類
推
（
静
鑓
o
讐
・
）
の
方
法
に
よ
つ
て
、
廣
ぎ
原
則
を
縮
少
し
、

あ
る
ひ
は
狭
壼
原
則
を
据
張
す
る
こ
と
に
よ
つ
。
遷
、
換
昔
圓
す
れ
ぱ
包
撮
排
除
…
の
方
法
（
導
警
げ
○
侮
禽
φ
目
包
蕩
6
悶
餉
爵
岱
貯
良
謹
ぎ
巳
を
屠

ひ
て
・
類
似
の
事
案
に
鮒
す
る
到
快
か
ら
新
し
い
原
理
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
や
う
に
新
に
展
開
せ
ら
れ
た
原
理
に
基

く
判
決
け
、
先
例
と
し
て
拘
束
力
を
與
へ
ら
れ
る
の
肇
．
あ
る
。
こ
の
新
し
く
農
開
さ
れ
た
剣
決
に
追
随
す
る
到
決
が
下
さ
れ
て
ゐ
る
揚

合
に
は
、
と
ゆ
新
し
砦
原
理
を
展
開
せ
る
到
例
を
虫
要
判
例
（
一
震
穿
薦
霧
浴
）
と
い
ふ
（
塾
ハ
）
。
か
く
て
、
裁
到
所
は
、
法
規
の
創
邉

　
　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
丑
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
盆



　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
ス
Ψ
鋼
例
法
の
酬
考
娯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ
…
門

と
肚
會
事
情
へ
の
順
慮
と
を
行
ふ
。

　
次
に
、
附
随
的
意
見
（
融
七
）
で
あ
る
。
附
随
的
意
見
（
島
。
鼠
霞
o
窯
聾
鼠
魯
一
鷺
）
と
は
、
到
決
に
際
し
、
到
事
に
よ
つ
て
述
べ
ら

た
意
見
の
う
ち
で
、
當
該
事
件
の
到
断
に
直
接
關
係
の
な
い
意
見
を
い
ふ
（
謙
八
）
。
到
決
と
附
随
的
意
見
と
の
相
違
ぱ
、
争
黙
が
辮
護

士
に
よ
つ
て
論
議
せ
ら
れ
、
且
つ
裁
到
所
に
よ
つ
て
愼
重
に
考
慮
さ
れ
た
か
、
ど
う
か
と
い
ふ
問
題
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
個
た
の
争

鮎
の
解
決
が
、
當
該
事
件
に
含
ま
れ
る
係
争
鮎
の
決
定
に
必
要
で
あ
り
、
且
つ
裁
鋼
所
が
な
し
た
慮
分
に
と
つ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
つ

た
か
、
ど
う
か
と
い
ふ
問
題
に
存
す
る
の
で
あ
る
（
雛
九
）
。
そ
し
て
、
附
随
的
意
見
ば
、
先
例
で
ば
な
い
が
、
読
得
的
議
論
（
需
艶
・
器
肥

ぎ
胃
磯
毒
お
獣
の
）
と
し
て
、
無
硯
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
償
値
を
有
す
る
（
識
一
〇
）
。

　
か
く
て
、
到
例
の
適
用
ば
、
到
例
の
中
に
勉
含
さ
れ
る
法
規
を
探
究
し
、
且
つ
こ
の
法
規
に
よ
つ
て
裁
釧
さ
れ
た
事
實
と
、
現
に
裁
判

す
る
こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
具
騰
的
事
實
と
が
、
實
質
的
に
同
一
で
あ
る
か
、
ど
う
か
を
到
噺
し
て
、
そ
れ
が
同
一
で
あ
る
と
さ
れ

た
揚
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
法
規
を
、
現
在
の
事
實
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
揚
合
、
從
前
の
到
決
か
ら
離
腕
し

や
う
と
す
る
裁
到
灰
は
、
前
の
到
決
の
意
義
を
で
き
る
だ
け
狭
く
解
繹
し
や
う
と
す
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
裁
到
所
は
、
從
來
の
事
件
に

鍬
す
る
裁
剣
所
の
意
見
を
、
到
決
理
由
と
し
て
認
め
る
こ
と
キ
、
嫌
ひ
、
附
随
的
意
見
と
し
て
考
へ
や
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
先
例
の
拘
束

を
受
け
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
主
要
事
實
を
で
き
る
限
9
多
く
し
、
新
薔
爾
事
件
の
主
要
事
實
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
自
已
の
射

噺
に
よ
つ
て
、
新
し
き
法
規
を
樹
立
し
て
ゆ
く
。
こ
の
到
例
に
お
け
る
主
要
纂
實
と
、
當
該
事
件
に
お
け
る
事
實
と
を
癌
別
す
る
（
鼠
a
㌣

髄
三
昌
）
技
術
こ
そ
、
到
例
法
を
焚
展
せ
し
め
る
有
力
な
る
手
段
で
あ
る
。
こ
の
匪
別
す
る
扱
術
の
養
達
す
る
と
こ
ろ
に
、
判
例
法
の
流
動

性
が
生
じ
て
く
る
。

　
（
駐
一
）
　
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
剣
例
法
が
中
心
と
し
て
坂
扱
は
匙
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
由
力
藏
教
授
『
イ
ギ
リ
ス
判
例
法
に
於
け
る
法



　
規
範
確
完
の
凶
難
に
0
い
℃
騒
（
法
律
時
報
第
＝
昌
管
第
コ
一
號
）
、
お
よ
び
大
阪
谷
公
雄
氏
『
英
米
訟
に
於
け
る
判
例
の
限
聡
レ
（
民
商
法
難
誌
嬉
四
巷

　
第
六
號
》
が
あ
る
o

（
註
二
）
　
こ
の
馳
に
關
し
℃
は
、
高
柳
賢
葦
教
授
『
列
例
に
封
す
る
ア
メ
リ
カ
法
律
家
の
窟
魔
臨
前
掲
、
滲
照
。

（
髄
…
の
8
臼
彰
鮮
O
①
審
篶
一
ぎ
ぎ
α
q
雌
話
蜀
髄
畝
Q
O
9
箆
①
臥
豊
o
馬
鋤
9
m
p
冒
静
馨
號
ぎ
脳
一
鼠
羅
益
蜘
雰
8
諺
山
9
①
（
、
o
欝
ぎ
】
二
・
雲
・

　
こ
の
見
解
に
關
し
て
、
内
田
数
授
は
叫
イ
ギ
リ
ス
　
ハ
及
び
恐
ら
く
ア
メ
リ
カ
）
法
學
…
界
は
、
こ
の
鮎
κ
つ
蓬
始
め
て
詳
籍
朋
確
な
ζ
勲
個
の
原
則
の
形

　
に
於
い
℃
そ
の
解
明
を
與
へ
ら
れ
た
』
（
前
鳩
蕊
二
頁
」
と
さ
れ
℃
ゐ
る
Q

（
駐
四
）
曽
器
〆
○
㌣
。
欝
㍗
鴇
ご
0
8
総
栂
鶏
辞
愚
●
息
け
》
器
・

　
　
な
ぼ
、
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
穗
積
重
威
教
授
『
判
例
法
主
義
の
循
値
』
（
法
墨
新
報
第
四
七
巷
第
ご
一
號
四
二
ー
四
三
頁
）
、
高
柳
賢
薫
教
擾
『
英

　
法
講
義
、
儒
…
籍
、
法
源
理
論
』
一
繭
二
頁
以
下
、
題
中
馴
夫
教
授
門
英
米
法
の
基
礎
一
一
三
頁
以
下
雰
照
。

　
（
註
五
）

　
（
誰
六
）

　
（
誰
七
）

　
（
議
八
）

　
（
雛
九
）

　
（
誕
。
）

第
三

膨
］
8
劃
o
》
億
幹
サ
（
欝
，

ノ
噛
一
欝
o
鴨
鋤
蜘
o
搾
O
o
賢
膏
o
回
短
南
讐
絡
一
臣
日
鎧
詞
餐
蕊
の
）
堵
肇
訪
野

ヒd

一
器
ブ
o
》
o
罫
》
一
霧
ー
窃
ピ
な
ぼ
、
誰
二
の
丈
獄
嘩
．
照
ω

国
霧
劃
o
肇
鼠
嘗
サ
一
醗
ー
鵠
μ

ヒ⇔

回
自
o
o
貫
o
㌻
鼠
幹
》
婿
一
。

膨
冨
o
貫
o
や
o
餐
》
頃
嘗
・

　
　
　
英
米
鋼
例
法
理
論
の
相
違

　
ア
メ
リ
カ
の
到
例
法
主
義
は
、
コ
ン
モ
ン
甑
貝
1
の
一
都
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
縫
受
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
イ
藁
，
リ
ス
の
現
行

法
理
お
よ
び
そ
の
現
欺
ほ
ど
固
定
性
を
も
つ
た
狗
東
性
の
理
論
ぱ
戊
立
し
て
ゐ
な
い
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
鋼
例
拘
東
権
の
理
論

ほ
、
固
定
化
の
傾
向
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
十
世
紀
に
入
つ
て
か
ら
は
、
流
動
的
傾
向
が
顯
著
と
な
つ
て
ぎ
た
。
そ
し
て
、
現
段
階

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
差
異
ぱ
、
ま
す
ま
す
甚
し
い
も
の
と
な
つ
て
き
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
英
米
法
に
お
け
る
鋼
例
法
の
一
考
祭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヘ
菰



　
　
　
　
幽
央
米
法
に
お
け
｝
る
到
例
法
の
　
一
考
慈
蹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酬
｛
ハ
山
ハ

　
ァ
メ
リ
ヵ
お
よ
ぴ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
到
例
法
理
論
の
相
違
の
喪
な
る
貼
は
、
北
米
合
衆
國
の
最
高
裁
到
所
け
（
州
最
高
裁
到
所
を
含

む
）
、
自
己
の
到
例
に
絶
勤
的
に
け
拘
東
さ
れ
な
い
、
⊂
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
む
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
た

る
貴
族
院
ぱ
、
自
己
の
到
例
に
絶
封
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
が
英
米
到
例
法
理
論
の
根
木
的
な
る
差
異
で
あ
る
。

　
か
か
る
法
理
が
、
ア
メ
リ
カ
に
む
い
て
確
立
き
れ
た
の
ぽ
．
遠
く
、
ア
メ
リ
カ
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
縫
受
す
る
際
の
特
殊
な
る
事
情
に

基
く
こ
と
は
、
勿
論
で
あ
る
が
（
註
叫
）
、
ル
、
の
後
に
お
け
る
纏
濟
的
、
祉
會
的
諸
事
情
に
基
因
す
る
こ
と
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
の
で
崇
、
な

い
事
柄
で
あ
る
証
5
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
傾
向
に
勤
し
て
、
有
力
な
原
因
と
な
つ
た
の
ぱ
、
裁
剣
官
の
意
見
、
お
よ
び
學
説
で
あ

る
（
註
三
）
Q

　
裁
判
官
の
意
見
と
し
て
ぱ
．
ラ
、
ト
ン
（
ご
訴
露
）
、
ワ
ナ
メ
ー
カ
ー
（
づ
．
碧
鐘
影
ぽ
擁
）
、
ク
レ
ー
ン
（
9
聾
Φ
）
な
ど
が
そ
の
代
表
者

で
あ
る
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
『
到
例
け
．
そ
れ
が
判
例
で
あ
る
が
故
に
、
逡
守
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
到
決
の
合
理
性
と
祉
會
の
進
歩
に
勤

す
る
調
和
性
と
を
検
討
し
て
、
こ
れ
に
從
ふ
か
ど
う
か
を
自
由
に
載
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
し
て
、
到
例
の
攣
化
性
を
強
調
す
る
の

で
あ
り
、
そ
の
根
抵
に
は
、
合
理
主
義
の
思
想
が
流
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
學
者
の
意
見
と
し
て
ぼ
、
判

例
拘
束
力
の
原
理
の
合
理
化
を
説
く
も
の
と
し
て
、
カ
ル
ド
｝
ゾ
、
（
9
三
・
き
）
、
マ
ッ
ク
マ
ア
レ
ー
（
鵠
。
冨
謹
胃
3
．
）
な
ど
が
あ
P
、

そ
の
説
く
と
ζ
ろ
に
よ
れ
ば
、
『
到
例
に
從
ふ
と
い
ふ
こ
と
ば
、
涼
則
と
し
て
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
到
例
が
合
理

的
な
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
静
、
し
て
、
か
か
る
目
的
の
下
に
、
到
例
の
拘
束
力
ぱ
、
み
、
の
嚴
格
性
を
綾
和
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
』
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
學
説
と
し
て
、
到
例
拘
束
性
の
原
理
の
木
質
と
も
い
、
凄
べ
、
虻
、
法
の
確
定
性
を
否
認
し
や
う
と
す
る

有
力
な
る
一
派
が
あ
る
。
ウ
ィ
グ
モ
ア
つ
ノ
，
督
き
羅
》
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。
す
な
ば
ち
、
『
先
例
漣
守
と
い
ふ
こ
と
は
、
絶
贅
的
な
ド

グ
マ
と
し
て
ぱ
芦
眞
實
性
の
な
い
崇
拝
物
だ
と
私
に
ぱ
思
は
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
ば
、
朋
ら
か
に
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
。
そ
し



て
、
7
ラ
ン
ス
お
よ
ぴ
他
の
火
陸
諸
國
の
裁
剣
官
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
先
例
に
從
ふ
の
で
あ
る
が
、
被
等
ぱ
法
の
安
定
性
の
た
め
に
、

砿
義
が
要
求
す
る
限
度
に
む
い
て
の
み
さ
う
す
る
の
で
あ
る
の
先
例
に
從
ふ
と
い
ふ
こ
と
ぱ
、
法
の
適
用
に
齢
い
で
、
確
皿
定
性
を
維
持
す

る
た
め
に
、
必
要
談
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
實
際
に
ぱ
、
法
の
確
定
性
は
、
保
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が

で
ぎ
る
賑
（
隷
響
と
い
ひ
、
さ
ら
に
語
を
つ
い
で
、
『
死
者
に
よ
る
生
者
の
支
酎
』
と
い
ひ
切
る
ほ
ど
ぱ
げ
し
い
攻
撃
た
加
へ
て
ゐ
る
。
か

か
る
嘉
惰
の
う
ち
に
、
γ
メ
リ
ヵ
判
例
法
ぱ
、
イ
ギ
リ
ス
到
例
法
か
ら
漸
次
ば
な
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
舗
丑
）
。
か
か
る
傾
向
の
生
す

る
理
由
に
關
し
て
は
、
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
が
そ
の
原
因
を
指
摘
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
わ
が
國
に
ぱ
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
（
註
六
）
の

繁
、
一
燭
れ
な
い
ご
と
に
す
る
。

　
訟
聾
〉
　
”
」
の
黙
に
關
し
℃
は
、
水
田
義
雄
教
授
『
ア
メ
リ
カ
法
學
の
出
獲
鮒
」
（
早
稲
斑
法
學
第
二
四
巻
第
一
鋤
〉
が
廉
づ
喚
、
照
さ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
な
ぽ
、
ぎ
琶
轟
甥
。
同
ぎ
。
昌
o
隔
『
且
叢
包
浮
。
鼠
。
b
｝
。
。
⑰
頃
g
。
冥
勲
鶏
．
ζ
丙
瑠
く
6
黛
歴
Q
り
β
鴛
9
滲
照
。

　
ハ
註
皿
）
　
高
柳
賢
選
較
授
『
自
然
法
と
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
』
（
米
英
の
法
律
恩
潮
所
牧
）
滲
照
Q

　
へ
詫
逆
）
　
の
8
郎
げ
鷺
ぴ
磯
霧
①
■
畑
薯
ぎ
国
謬
α
q
｝
鎧
価
鑓
益
毎
醤
露
一
露
し
昌
図
需
蜘
駿
一
貿
転
鋸
は
超
憲
伽
g
締
撃
⇒
島
夢
①
O
o
醤
臼
o
昌
■
餌
郵
な
ほ
、
最

　
　
近
、
本
書
を
詳
細
に
瀦
介
し
た
も
の
と
し
℃
、
法
務
廉
資
料
統
計
局
糊
司
法
制
度
調
査
盗
料
』
（
前
拐
）
中
の
『
米
國
に
於
け
る
箔
、
7
ヤ
・
デ
イ
サ
イ
シ

　
　
　
⑦
霧
尾
瓢
億
綻
舘
）
　
　
判
例
の
羅
㎜
束
性
1
の
原
瑚
に
つ
い
で
（
英
國
の
そ
れ
》
．
の
地
較
）
』
（
菅
野
啓
藏
馬
擁
筆
）
が
あ
る
。

　
（
識
四
）
　
コ
．
耀
園
ご
豊
ρ
噂
竃
叢
⑩
睡
ω
鉱
同
」
篇
ヨ
》
ぢ
ー
o。
9

　
ハ
謹
覧
）
　
こ
の
貼
に
闘
し
て
は
．
噂
象
鵠
鼻
鷺
あ
OQ
鳳
吋
騨
o
臨
Q
o
跨
ヨ
9
一
［
箋
・
鳥
・
」
o
。
｛
ー
お
弥
嶺
．
『
照
。

　
沸
諜
六
）
　
穗
積
重
成
款
授
、
前
掲
論
丈
、
高
柳
賢
茎
教
授
、
前
拐
著
書
論
文
、
斑
中
利
夫
教
授
、
前
掲
著
書
お
よ
び
離
黒
に
攣
げ
た
萱
野
啓
藏
氏
の
論
丈

　
　
饗
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η
了
』

英
米
法
に
お
け
る
判
例
法
の
輔
考
察

ご
ハ
七


